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教

育

委

員

会

青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
立
学
校
学
則

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
二
を
削
る
。

第
二
十
九
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
青
森
県
立
青
森
戸
山
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
青
森
県
立
浪
岡
高
等
学
校
の
項
中

｢
｢

を

に
改
め
、
同
表
大
鰐
校
舎
の
項
を
削
り
、
同
表
青
森
県
立
尾
上
総

｣
｣

｢

合
高
等
学
校
の
項
中

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表
青
森
県
立
八
戸
南
高
等
学
校
の
項

｣

｢

を
削
り
、
同
表
青
森
県
立
八
戸
中
央
高
等
学
校
の
項
中

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表
青
森
県
立
名
久
井
農
業
高
等
学
校
の
項
中

｣

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
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実

施

校

区

域

青
森
県
立
北
斗
高
等
学
校
、
青
森
県
立
尾
上
総

合
高
等
学
校
、
青
森
県
立
八
戸
中
央
高
等
学
校

県
下
一
円

実

施

校

協

力

校

青
森
県
立
北
斗
高
等
学
校
、
青
森
県
立
尾
上
総

合
高
等
学
校
、
青
森
県
立
八
戸
中
央
高
等
学
校

青
森
県
立
五
所
川
原
高
等
学
校
、
青
森
県

立
三
沢
高
等
学
校
、
青
森
県
立
田
名
部
高

等
学
校

�
�
�
�

商
業
科

普
通
科

普
通
科

定
時
制
の
課
程

全
日
制
の
課
程

普
通
科

総
合
学
科

三
年
以
上

三
年

通
信
制
の
課
程

定
時
制
の
課
程

普
通
科

総
合
学
科

三
年
以
上

定
時
制
の
課
程

普
通
科

通
信
制
の
課
程

定
時
制
の
課
程

普
通
科

普
通
科



� �

｢
｢

を

に
改
め
、
同
表
青
森
県
立
弘
前
工
業
高
等
学
校
の

｣
｣

｢
｢

項
中

を

に
改
め
、
同
表
青
森
県
立
八
戸
工
業
高
等
学
校
の
項
中

｣
｣

｢

土
木
科｣

を

｢

土
木
建
築
科｣
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

青
森
県
立
浪
岡
高
等
学
校
の
商
業
科
、
青
森
県
立
尾
上
総
合
高
等
学
校
の
定
時
制
の
課
程
の
普

通
科
、
青
森
県
立
弘
前
工
業
高
等
学
校
の
電
子
機
械
科
及
び
青
森
県
立
八
戸
工
業
高
等
学
校
の
土

木
科
は
、
改
正
後
の
青
森
県
立
学
校
学
則
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
則
の
施
行

の
日
の
前
日
に
当
該
学
科
に
在
学
す
る
者
が
当
該
学
科
に
在
学
し
な
く
な
る
日
ま
で
の
間
、
存
続

す
る
も
の
と
す
る
。

青
森
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

青
森
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
五
十

年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

第
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
修
学
奨
励
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

交
通
機
関
を
利
用
し
て
そ
の
費
用
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

第
三
条
第
一
項
中

｢

貸
与
す
る
か
ど
う
か｣

の
下
に

｢

及
び
貸
与
の
額｣

を
加
え
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

貸
与
の
額)

第
四
条
の
二

修
学
奨
励
金
の
貸
与
の
額
は
、
月
額
一
万
四
千
円
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
通
学
の
た
め
交
通
機
関
を
利
用
し
て
そ
の
費
用
を
負
担
す
る
こ

と
を
常
例
と
す
る
者
に
係
る
修
学
奨
励
金
の
貸
与
の
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
交
通

機
関
に
お
い
て
発
行
さ
れ
て
い
る
通
学
用
定
期
乗
車
券
の
通
用
期
間
の
う
ち
六
箇
月
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
最
も
長
い
期
間
の
も
の
の
購
入
に
要
す
る
金
額
を
当
該
期
間
の
月
数
で
除
し
た
金
額

(

以
下

｢

一
箇
月
当
た
り
の
通
学
費
用
相
当
額｣

と
い
う
。)

の
区
分
に
応
じ
、
下
欄
に
掲
げ
る

額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

貸
与
の
額
の
変
更)

第
四
条
の
三

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
修
学
奨
励
金
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
は
、
貸
与
の
額
に

変
更
す
べ
き
事
実
が
生
じ
た
と
き
は
、
貸
与
額
変
更
申
請
書

(

第
四
号
様
式)

に
第
二
条
の
二
第

五
号
の
書
類
を
添
え
、
校
長
を
経
て
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
貸
与
の
額
は
、
そ
の
事
実
の
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月

(

そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月)

か
ら
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

２

教
育
長
は
、
前
項
の
貸
与
額
変
更
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
貸
与
の
額
を
決
定
し
、
貸
与

額
変
更
決
定
通
知
書

(

第
四
号
の
二
様
式)

に
よ
り
そ
の
旨
を
当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。

３

教
育
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
貸
与
の
額
を
変
更
す
る
決
定
の
通
知
を
し
た
と
き
は
、
そ
の

通
知
を
受
け
た
者
と
変
更
契
約
書

(

第
五
号
様
式)

を
取
り
交
わ
す
も
の
と
す
る
。
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一
箇
月
当
た
り
の
通
学
費
用
相
当
額

貸
与
の
額

八
千
円
以
上

月
額
一
万
八
千
円

七
千
円
以
上
八
千
円
未
満

月
額
一
万
七
千
円

六
千
円
以
上
七
千
円
未
満

月
額
一
万
六
千
円

五
千
円
以
上
六
千
円
未
満

月
額
一
万
五
千
円

� �

園
芸
科
学
科

環
境
シ
ス
テ
ム
科

園
芸
科
学
科

電
子
機
械
科

機
械
科

機
械
科
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第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
修
学
奨
励
金
が
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
変
更
し
た
貸
与
の
額
を

上
回
る
と
き
は
、
そ
の
差
額
は
、
変
更
契
約
書
を
取
り
交
わ
し
た
日
以
後
に
貸
与
す
る
修
学
奨
励

金
の
一
部
と
み
な
す
。

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

均
等
払
に
よ
る
返
還
額)

第
八
条
の
二

条
例
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
均
等
払
に
よ
る
返
還
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
生

じ
た
と
き
は
、
最
後
の
返
還
額
に
合
算
す
る
。

第
十
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
修
学
奨
励
金
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
、
交

通
機
関
を
利
用
し
て
そ
の
費
用
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青 森 県 報平成25年３月29日 金曜日 号外第32号 �� �
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第
四
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青 森 県 報平成25年３月29日 金曜日 号外第32号�� �
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｢月
賦
・
半
年
賦

円
ず
つ

第
七
号
様
式
中

｢月
賦
・
半
年
賦

円
ず
つ
｣

を

に

(最
後
の
返
還
額
は

円
)
｣

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

庁

内

一

般

教

育

事

務

所

各

関

係

学

校

非
常
勤
職
員
給
与
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
教
育
委
員
会

非
常
勤
職
員
給
与
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

非
常
勤
職
員
給
与
支
給
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
八
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
七
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中

｢

六
千
十
円｣

を

｢

五
千
九
百
八
十
円｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢

北
斗
高

等
学
校｣

を

｢

高
等
学
校｣

に
、

｢

二
千
七
百
八
十
円｣

を

｢

二
千
七
百
七
十
円｣
に
改
め
、
同
条

第
三
号
及
び
第
四
号
中

｢

二
千
七
百
八
十
円｣

を

｢

二
千
七
百
七
十
円｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


